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令和８年１月１４日 

 

 

 

新 十 津 川 町 

ＤＣＭニコット株式会社 

 

 

 
 

 

 

 

新十津川町とＤＣＭニコット(株)は、災害時における生活物資供給について連携

を強化するため「災害時における応急生活物資供給の協力に関する協定」を締結い

たします。 

協定内容は、災害発生時にＤＣＭニコット㈱が保有する物資を提供することとな

っております。供給備蓄食料の一部は協定で定めた数量をローリングストック方式

（別紙）で常備することとし、店舗で販売しながら、備蓄食料をストックすること

としております。 

 

○ 協 定 締 結 式 令和８年１月13日（火） 午後２時00分 

○ 会        場 新十津川町役場会議室２（２階） 

○ 締 結 す る 協 定 名 災害時における応急生活物資供給の協力に関する協定 

  

 

 

 

※取材いただける場合は新十津川町担当者にご連絡をお願いします 

 

新十津川町問い合わせ先 

担当：新十津川町災害対策事務局 政 所 正 人 

   TEL:0125-76-2131 FAX:0125-76-2785 

   E-mail:soumuka@town.shintotsukawa.lg.jp 

 

ＤＣＭニコット㈱問い合わせ先 

担当：ＤＣＭニコット株式会社 管理部 総務・人事課 西崎・穴澤 

   TEL:011-802-3810（代表） FAX:011-802-3663 

   E-mail:info@dcm-nicot.co.jp 

プレスリリース 

【取材案内】 
新十津川町・ＤＣＭニコット(株)協定締結式 


